
省エネ適判・届出・説明：適用除外の建築物・計算対象除外の部分の整理について 
 

令和４年（2022年）１月時点・熊本県 建築課 

【注意事項】 

・建築物省エネ法による規制措置（省エネ適判や届出など）の適用除外等に関する国土交通省や 

関係機関の公表情報を基に、概略チェック用として整理しています。 

・実際の計画に際しては、建築主（代理者・設計者等）ご自身の責任のもとで、法令等を確認の 

うえ判断をお願いします。 

 

【本資料で対象としている工事種別】 

・新築（棟別新築を含む）の場合において、参考となる情報を整理しています。 

・棟別新築以外の増築や改築の場合は、「一の建築物」の判断や既存部分の基準日など、新築の 

場合よりも取り扱いが複雑ですので、ご注意ください。 
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１ 法第１８条【第一号】、令第７条【第１項：第一号と第二号】 （法第２２条・２７条） 

 ⇒空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途に供する建築物 

 

引用元：（一社）住宅性能評価・表示協会【略称：評価協会】ホームページ：省エネ適判部会ＱＡ集 

■建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律【建築物省エネ法】 

⇒ 規制措置（省エネ適判や届出など）の適用除外（規制対象外）となる建築物 



 
引用元：（一社）住宅性能評価・表示協会【略称：評価協会】ホームページ：省エネ適判部会ＱＡ集 

 

２ 法第１８条【第二号】、令第７条【第２項：第一号～第六号】 （法第２２条・２７条） 

 ⇒文化財・伝建・重要美術品などのうち政令で定める建築物 

 

３ 法第１８条【第三号】、令第７条【第３項：第一号～第三号】 （法第２２条・２７条） 

 ⇒仮設の建築物であって政令で定めるもの 
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【モデル建物法 入力支援ツール 解説（2021年 4月）】ⅶ～ⅹⅳページ参照  

⇒工場における生産エリア、冷凍倉庫、冷蔵倉庫、定温（ていおん）倉庫、 

低温（ていおん）倉庫、データセンターの電算機室、などの部分が代表例です。 

 ⇒掲載元：（国研）建築研究所ホームページ 

 

 ※計算対象除外の部分を有する建築物の場合でも、省エネ適判や届出などの手続きが 

不要・適用除外（規制対象外）となるものではありませんので、ご注意ください。 

■建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（経産省・国交省）・ 

モデル建物法（国土技術政策総合研究所・建築研究所）： 

⇒ 一次エネルギー消費量の算定対象としない（計算の対象からは除外される）部分 

  ∴ 一次エネルギー消費性能ＢＥＩ（ＢＥＩｍ）も算出されません。 

 


